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第４章 区民センター周辺地域のまちづくり 

１ 区民センター等建替えと周辺まちづくり 

（１） 周辺まちづくりの必要性 

新たな区民センターは、目黒川や公園等の豊かな自然環境の中で、コミュニティ活動を始め産業

振興・芸術・文化・スポーツ・レクリエーションなど幅広い分野での区民の活動を支える新しい文

化・交流の拠点として、多様な世代やライフスタイルの人々の活動を支える場となるとともに、周

辺地域の活性化やまちづくりの推進に寄与していきます。 

また、目黒区都市計画マスタープラン（令和５年４月改定）や東京都における都市再開発の方針

（令和 3 年）等の上位計画、目黒駅周辺地域のまちづくりの動向を踏まえ、住宅機能や産業振興機

能、生活利便機能等を積極的に導入することで、良好な複合市街地の形成を目指します。 

目黒区民センター等では、大規模複合施設の特性を生かして、施設の複合化と多機能化や土地の

高度利用を図ることにより、区民生活を支える生活利便機能、産業振興機能、子育て支援機能な

どを充実するとともに、都市型住宅を創出することでより利便性が高く魅力と活力のあるまちの

実現を図ります。また、地区の状況に応じた多様な手法を活用し、道路環境の整備やオープンス

ペースの確保、回遊動線の形成、老朽住宅の更新を進め、安全で安心かつ賑わいと憩いが共存し

た複合市街地を形成します。 

（目黒区都市計画マスタープラン（令和５年４月改定）より一部抜粋） 

 

（２） 周辺地域のまちづくりの取組 

地域の特性に合わせたまちづくりを進める観点では、新たな区民センター整備を契機として、周

辺地域の方々が、周辺地域の骨格となる道路の整備や土地の有効利用の促進、災害対策の推進等に

ついて、新たな区民センターの敷地でできることと周辺地域でできることを見極めながら、地域特

性に応じたきめ細かい対応として、その地域のルールづくり等により地域にふさわしい街並みを創

り出していくことが必要であり、区は、積極的に地域のまちづくり活動支援に取り組む必要があり

ます。 

そこで、令和３年１０月の「新たな目黒区民センターの基本構想」策定以降、周辺地域の皆様と

ともに、計５回（各回２回開催）のまちづくりを考える会を開催し、街の課題や今後の将来像につ

いて意見交換を重ね、「まちの将来像」を以下のとおり設定しました。 

まちの将来像 

「自然、憩い、住まい、にぎわいなどが近接し、快適で便利、 

安心・安全な都市環境のもと、区民の交流・活動拠点が生み出す 

活気とともに、新たな文化を育て、発信するまち」 
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上記の「まちの将来像」を周辺地域の方々で実現するため、より具体的な検討を行うためのまち

づくり協議会の設立に向け、令和４年 10月にまちづくり準備会を発足しました。まちづくり準備

会では、まちの課題を解決する手法として、地区計画等の都市計画手法の活用も含めて検討を進

め、さらに、公民の資産を有効に利活用しながら地域の課題解決や価値の向上を図るため、周辺地

域の皆様や新たな区民センターの運営事業者が連携し、新たな区民センターを拠点として地域全体

の活性化を図るエリアマネジメントも視野に入れて検討を進めてきました。 

令和５年４月まで進めてきたまちづくり準備会での検討を基に、令和５年６月に、周辺地域の居

住者や土地を所有する方等による、「まちづくり協議会」を設立し、都市計画手法に沿ったまちづ

くりルールの検討を進めています。 

また、新たな区民センター等の公共空間の利活用による地域価値の維持・向上を図るとともに、

快適で魅力に富む地域環境の創出や安全・安心な地域づくりなどのまちづくり活動の支援に取り組

んでいきます。 

  

まちづくりを考える会の様子 まちづくり準備会の様子 
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２ 周辺まちづくりのルールづくり 

（１） 周辺まちづくりの検討項目 

ア 生活道路の整備と沿道建築物の建替え（ハード） 

田道庚申通りは、新たな区民センターへの主要なアクセス経路の一つであるだけでなく、目黒駅

周辺地区における主要経路に位置付けられている地区のバリアフリー化を推進する上で重要な道路

です。安全・安心な歩行環境の整備や災害時の避難路、緊急車両通行の確保等のため、バリアフリ

ー化された歩道が整備できる道路幅員を確保するとともに、無電柱化を実施します。９ｍ程度の道

路状幅員を確保し、電線類の地中化により、歩行者空間を２ｍ確保することで、車いすやベビーカ

ー等が相互通行しやすい環境を整備します。 

また、田道庚申通りのほかにも、新たな区民センターに接する道路においては、歩道状空地を整

備するなど、歩行環境の向上を目指します。 

一方、新たな区民センターに接していない道路においては、区が主体的に整備することはできな

いことから、生活道路のネットワークの形成として、建物の建替えと併せて建物の壁面を後退する

ことで、良好な街並みの形成と歩行可能な空間を拡充することのできる手法である地区計画等の活

用を進めていきます。 

また、区民センター周辺地域は、老朽化した建物の割合が、区全体と比べて高くなっています。

地区計画の活用により、建物の形態の規制を一部緩和するなど、建替えの促進にも寄与する取組を

検討していきます。 
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イ 災害対策（ハード・ソフト） 

現在、下目黒小学校は地域避難所に、区民センターは補完避難所に指定されています。周辺地域

の防災力向上のため、震災時における避難所としての機能向上のほか、一時的に滞留することので

きるオープンスペースや広場を設けていきます。 

さらに、周辺地域での消火活動にも利用できる防災貯水槽の取出口を新たな区民センターの敷地

境界に適宜配置します。 

また、区民センターの敷地周辺は、目黒区水害ハザードマップで 0.1～2.0ｍの深さで浸水の恐れ

があることが示されていることから、施設の地下利用に配慮した計画とするほか、雨水流出抑制の

対策も図っていきます。 

これら、新たな区民センターの敷地内でできる対策のほか、地域における防災訓練や防災イベン

トを通して、防災意識の醸成も図っていくことも大切です。 

 

ウ 景観づくり（ハード） 

現在の区民センター（昭和 49 年竣工）は、平成20 年度に指定された高度地区に定める絶対高

さ制限 20ｍを超える高さ 38.2ｍとなっています。絶対高さ制限については、いくつか仕組みがあ

り、将来に向けて望ましい街を実現するための手法である地区計画を定めることで、地域によりふ

さわしい高さ制限とすることができる仕組みのほか、周辺環境に一定の配慮が図られていると認定

されたものについては、基準の範囲内で絶対高さ制限を算定することが可能となる仕組みもありま

す。新たな区民センターでは、個別機能や民間機能を整備するとともに、区民が利用できるオープ

ンスペースや広場をより広く設けるため、前述の仕組みの活用も踏まえ、周辺地域への影響に十分

配慮しながら、憩いや潤いが感じられる地域のシンボルとなるような景観づくりに寄与する建物の

高さや配置を検討します。 

 

（２） 周辺まちづくりとまちづくりルールの検討 

令和４年１０月以降、周辺地域の皆様と取り組んできたまちづくり準備会において、景観や日

照、通風、採光、圧迫感等の居住環境に配慮したまちづくりについて協議を進め、どのような街並

み形成を目指すのかを整理してきました。令和 5年 6 月には、まちづくり協議会を設立し、まちづ

くりルールの検討を進めています。 

まちづくり協議会の中では、新たな区民センター敷地での取組、周辺地域での取組を分けながら

議論し、前者については主に以下の内容のまちづくりルールを区の考え方として示し、後者につい

ては協議会で話し合ってきたまちづくりルールの主な検討項目を以下に示します。  
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ア 新たな区民センター敷地の取組（区の考え） 

  敷地内の空地を確保し、防災性の向上とゆとりある公開広場や歩道状空地などを創出する考え

方から、令和５年６月に作成した「新たな目黒区民センターの基本計画（素案）」では、北側

敷地（区民センター敷地）について、高さの最高限度を 70m、建蔽率を 40%とする考え方な

どをお示しし、区民の皆様から様々なご意見をいただいたところです。民間事業者へのヒアリ

ング等を踏まえながら、周辺環境に配慮しつつ、公共施設と民間施設の連携や相乗効果の発

揮、平面的で使いやすい公共施設の実現、地域の価値向上に資するよりよい提案を幅広く求め

る観点からあらためて検討を行った結果、新たな区民センター敷地の取組（区の考え）を以下

の通りとします。 

 

 ○歩行者空間の拡充、周辺環境への配慮を図るため、敷地内の壁面の位置を後退させる制限を大

きく定める【敷地境界線から 4.0m 後退】。 

 ○良好な住環境への配慮や防災性向上、様々な区民活動の拠点として十分な広さの広場・空地を

確保する観点から、建蔽率の最高限度を制限する【建蔽率最高限度：６0%】。 

 ○区民活動支援、防災性向上、回遊性実現等の観点から以下を設ける【広場・通路等の整備】 

・公園以外にも敷地内に区民活動の拠点や非常時に滞留できる広場（公園との一体性、山手通

りからのエントランス性や視認性、みどりが続く空間の形成、周辺環境への配慮、敷地内外

の回遊性確保等の観点を踏まえ、現美術館敷地やふれあい橋付近などに設置する） 

・ふれあい橋と山手通りの動線を意識した通路 

 ○日常や災害時の滞在空間を確保するため、機能の集積や土地の高度利用を図ることで、区民の

財産である区有地を最大限有効活用する観点から、北側敷地における高さの最高限度を緩和す

る【高さの最高限度：５0m】 

 

イ 周辺地域での取組（まちづくり協議会での主な検討項目） 

○壁面の位置の制限 

 ○壁面後退区域の工作物の制限 

○用途の制限 

○敷地面積の最低限度 

○高さの最高限度の緩和 

○容積率の最高限度の緩和 

 

（３）今後の進め方 

まちの将来像を実現するためには、区が主体的にできることと、周辺地域の皆様の協力なしには

成し遂げられないことがあります。新たな区民センターの周辺地域のまちの将来像の実現に向け

て、令和５年６月にまちづくり協議会を設立し、周辺地域の皆様とともに、周辺地域での取組に関

するより具体的なまちづくりのルールづくりを進めていきます。 

 

  

周辺地域 

区民センター公園 

・敷地境界線から 4.0m 後退 

小学校 

区民センター敷地 

・敷地境界線から4.0m後退 

・建蔽率を60%に制限 

・広場・通路等を整備 

・高さの最高限度を50m に緩和 
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  新たな区民センターで整備する建築物の規模 

【施設整備の方針（一部 P19 再掲）】 

現在の区民センターと美術館を含めた北側敷地（区民センター敷地）には、新たな区民セン

ターの建物及び民間施設が整備される想定であり、建築物は別々の棟、もしくは合築により一

つの棟の両方が考えられます。公園の位置は変更しませんが公園内に目黒区公園条例に定めら

れた制限の範囲内で施設を建築することが可能です。また、下目黒小学校は複合化・多機能化

を図りながら現在の位置での建て替えになります。 

【北側敷地（区民センター敷地）における建築物の規模】 

本基本計画では、北側敷地（区民センター敷地）について、現在２０m の高さ制限であると

ころ、高さの最高限度を 5０ｍとすることとしています。これは、敷地内の空地を確保し、防

災性の向上とゆとりある公開広場や歩道状空地などを創出する考え方のもと、「東京都再開発

等促進区を定める地区計画運用基準」に定められる計画建築物の高さの最高限度の考え方を参

考に算定したものですが、あわせて建蔽率の制限を現行の 60％（当該敷地の建蔽率は、角地

及び耐火建築物による 20％の加算があるため最大 80％まで可能）を６0％（角地及び耐火建

築物による加算は認めない）にするとともに、さらに壁面線の制限により、道路や隣地などの

敷地境界線から 4ｍ以上の距離をとることで圧迫感の軽減を図るなど、周囲に配慮することで

良好な住環境を確保することとしています。 

【周辺地区のご意見と区の考え方】 

新たな区民センターの整備による影響を踏まえ、周辺地区の住民によるまちづくりを考える

会（令和 3年 11 月～4 年 7 月）、まちづくり準備会（令和 4年 10 月～5 年 4月）を開催

し、周辺地区の将来像の実現に向けたまちづくりルールについて検討してきました。まちづく

りルールの深度化を図るため、まちづくり協議会へ移行するに当たり、周辺地区の住民等に地

域が目指すまちづくりルールと、あわせて、基本計画（素案）でお示ししたとおり、区が新た

な区民センターの高さを７０ｍにすることや建蔽率を 40％とすることなどについて、令和５

年４月にアンケートを実施しました。高さについては、今後の区有施設の更新や公共敷地の有

効活用などの面から一定程度の高さが必要であることを理解するといった意見がある一方で、

この地域に高い建物はふさわしくない、日影や風害の影響が心配などのご意見がありました。

このたび、民間事業者へのヒアリング等を踏まえながら、高さの最高限度を５０ｍ、建蔽率の

最高限度を６0%とするよう区の考え方を再整理したところです。５０ｍの建築物を建築する

際には建築基準法で定められている日影規制を遵守し、風環境も悪化させないなどを確認した

うえで、前述した防災性の向上や住環境などへの配慮を図ることは必須と考えています。一方

で、今後、学校施設をはじめとした区有施設の更新に 2000 億円を超える莫大な経費を必要

とすることが明白になっている中で、持続可能な行財政運営を可能とするため、都市計画マス

タープランに定める複合市街地の形成を踏まえつつ、環境や景観への配慮と調和した区の資産

である区有地の有効活用を図り、施設更新に掛かる経費負担を軽減する取り組みも、区の責務

であると考えています。 
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まちづくり準備会資料より抜粋 


